
履 行 期 間

日年 9 月 29至

自 5

令 和 5

積算単価見直し業務

本業務は、新庁舎建設実施設計業務と密接な関係を有し、付帯的であることか
ら実施設計の内容を熟知している必要がある。
当該業者は、新庁舎実施設計業務委託の受任者であり、内容を熟知しているこ
とから早急な対応が可能であるとともに、経費及び時間の削減が見込まれる。ま
た、本業務委託を他業者が受託した場合、積算内容等について責任の所在が
不明確になる可能性もあることから地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条
第2項及び地方地自法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の2第1項第2号
並びに第6号の規定により随意契約とするもの。

年 日月 4

3,630,000 円

令 和

契 約 金 額

宮城県仙台市青葉区一番町４丁目６番１号

氏　名 株式会社　佐藤総合計画東北オフィス　 執行役員東北オフィス　代表　飯柴　耕一

随意契約理由

釜石市新庁舎建設工事積算単価見直し業務委託

受 託 者

住　所

9

委 託 業 務 名

業務委託場所

8 931 日
第４庁舎

第７会議室

業 務 概 要

見積日時・場所 45 分令 和 年 時

見　積　結　果　報　告　書

釜石市天神町5番20号（地番：天神町33番1）

月5



※郵便見積徴取のため出欠欄の記載はありません。

予 定 価格 （税 抜）
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3,300,000 円

3,350,000 円

20

決 定 価格 （税 抜）
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3,300,000
決
定

㈱佐藤総合計画　東
北オフィス

業　　者　　名

出　欠 見　　積　　金　　額　（円・税抜）

現
説

見
積

１　回　目 ２　回　目 ３　回　目


